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１ 全体計画の策定に至る経緯 

 

洪水、地震、津波、土砂災害などの自然災害による被害を完全に防ぐことはできま

せん。そして、いつ起こるか分からない自然災害から大切な命を守るためには、速や

かに安全な場所へ避難しなければなりません。しかしながら、介護が必要な方や障が

いのある方などの中には、自らの力で安全な場所へ避難することが困難な方がいます。 

これまでの災害を教訓として、このような方々への支援体制の整備が求められてい

ます。 

（１）国の動き 

平成 16 年 7 月の梅雨前線豪雨、一連の台風等における高齢者等の被災状況等を踏

まえ、国は、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平成 17 年 3 月、翌 18

年 3 月改訂）をとりまとめ、自助と地域（近隣）の共助を基本とした避難支援対策の

整備が重要であることを示しました。 

また、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災においても、被災地全体の死

者数のうち高齢者の死者数が高い割合となり、障がいのある方の死亡率は被災住民全

体の死亡率の約 2 倍に上りました。他方で、避難支援活動を行った方々にも多くの犠

牲が生じました。 

こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、国は、災害対策基本法の一部を改正し（平

成 25 年 6 月）、各市町村の地域防災計画に定めるところにより、避難行動要支援者

の把握及び名簿の作成を行うよう義務付けました。また、これまでの「災害時要援護

者の避難支援ガイドライン」を全面的に改定した「避難行動要支援者の避難行動支援

に関する取組指針」（平成 25 年 8 月）により、各市町村が、避難行動要支援者名簿

を活用した実効性のある避難支援体制の構築に向け取り組むよう求めています。 

（２）これまでの新潟市の取り組み 

平成 16 年 7 月 12 日から 13 日にかけて梅雨前線が活発になり、新潟県中越地方

や福島県会津地方では記録的な大雨（「新潟・福島豪雨」）となりました。新潟県中

越地方では、この大雨で河川が氾濫し高齢者を中心に多くの犠牲者を出すこととなり

ました。 

本市では、この災害からの教訓と、国のガイドラインに基づき、平成 17 年度から

災害時要援護者制度を開始し、災害時に自力での避難が困難な方からの申請により名

簿を作成するとともに、本人の同意を得ることで、地域の助け合い（共助）による災

害時の支援体制づくりに活用していただくために名簿情報を地域へ提供してきまし

た。 

さらに、平成 19 年度からは、同制度の要件に該当し民生委員への情報提供に同意

された方のリストを作成し、民生委員による戸別訪問を行い制度説明と同意書の提出
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を促すことで、災害時に支援が必要な方の多くが名簿に登録され、名簿を地域へ提供

することで平常時から地域による支援体制づくりを進めてきました。 

 

２ 基本的な考え方 

（１）目的 

この度策定する「新潟市避難行動要支援者避難支援計画」は、平常時もしくは災害

時または災害発生のおそれがある場合において、行政機関、避難支援等関係者（各種

団体・地域等）における支援体制やそれぞれの役割を明確にすることで、「自助」、

「共助」、「公助」の連携により災害からの被害の 小化を目指す「減災」の考え方

を基本として、災害発生時に一人でも多くの人命を守る支援体制を整備することを目

的とします。 

災害が大規模になればなるほど、多数の被害が発生することが想定されます。消防

や警察などによる「公助」には限界がありますので、一人でも多くの人命を守るため

には、「自助」に加えて地域における「共助」の力を 大限に発揮して避難行動要支

援者への即時的な支援活動を行うことが重要です。 

また、災害発生時に限られた時間、人員で迅速な「共助」による支援活動を行うた

めには、平常時から避難行動要支援者に対する一人ひとりの具体的な支援方法（個別

避難支援計画）を検討・作成し、支援する人と支援される人がお互いに支援に必要な

情報を把握しておくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 避難行動要支援者とは・・・ 
高齢で介護や行動に補助を必要とする方や障がいなどにより自らの力で迅

速かつ的確な一連の避難行動が困難で第三者の支援が必要な方をいいます。 
 

 
 避難支援等関係者とは・・・  

地域の共助として活動する自治会・町内会、自主防災組織のほか、事前の戸

別訪問などに携わる民生委員に加え、警察署など、避難行動要支援者の避難支

援等に関わる関係者をいいます。 
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（２）本計画の位置付け 

この計画は、平成 25 年 6 月に改正された「災害対策基本法（昭和 36 年法律 223

号）」及び平成 25 年 8 月に国から示された「避難行動要支援者の避難支援に関する

取組指針」に基づき、「新潟市地域防災計画」の各事項をより明確にすることで、避

難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援体制の構築に向けた取り組み

を推進するため、その下位計画として策定するものです。 

また、本市では、本計画を具体的に実施するにあたり、各要綱において、名簿の作

成方法や各種届出様式、庁内関係部署の役割分担などを定めるとともに、地域におけ

る避難支援等関係者となる自治会・町内会、自主防災組織の取り組み方法等を示した

「避難行動要支援者 避難支援マニュアル」及び、民生委員による戸別訪問の実施方

法を示した「同意者名簿作成のための民生委員戸別訪問マニュアル」を作成・配付す

ることで、支援者等の取り組みをサポートします。 

 

（３）避難支援活動の原則 

災害が大規模になればなるほど、避難支援の実施は難しくなります。また、消防や

警察による「公助」には限界があり、特に、大規模な地震などは、広い範囲で被災す

るため、救援体制が整わないことも考えられます。 

したがって、災害発生時には、まず、「自助」として、避難行動要支援者も精一杯

自らの命を守る努力が必要です。そして、避難支援等関係者も自らの安全を確保した

うえで、可能な範囲で「共助」として、避難行動要支援者の避難支援活動にあたるこ

とが重要です。 
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「自助」、「共助」、「公助」の連携イメージ 

 

「自助」、「共助」について ※新潟市地域防災計画より抜粋 

■「自助」 

「自分の命は、自分で守る」  

～災害は他人事ではない。 

災害の恐ろしさと自分が助かる方法を知り災害に備える～ 

◎市民一人ひとりが自発的に行うこと 

・さまざまな災害について自分の身を守るために必要な知識を学び、自分でできるこ

とを実行する。 

・あらゆる場合を想定し、一人ひとりが必要なものを備蓄する。 

・自主防災組織等の活動に積極的に参加するなど、地域の協働の促進に努める。 

・日頃から、家族や身近な人と防災について話し合い、一人ひとりが取るべき行動を

共有し確認する。 

■「共助」 

「共に助け合う」   

～災害は地域の力で乗り越える。 

みんなで支え合い“防災・減災”に取り組む～ 

◎地域で主体的に行うこと 

・地域の人と人とのつながりが、“防災・減災”をより確かなものにする。

日頃から、互いに声を掛け合い助け合える関係を築く。 

・地域で取り組む自主防災活動は、災害を乗り越える礎になる。年齢、性別

を問わず積極的に活動に参加し、地域みんなの命を守るため協力する。 

・地域にあるさまざまな組織（企業、学校、団体など）がそれぞれの果たす

べき役割を理解し、地域防災力の向上のために連携する。 

・避難所は、災害時の地域の安全を守る拠点となる。地域住民が主体となり、

助け合って運営する。 
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３ 避難支援の対象者（避難行動要支援者） 

（１）避難行動要支援者の定義 

 災害が発生した場合、または、災害が発生するおそれがある場合に災害から命を守

るためには、必要な情報を得ることや、安全な場所へ避難するといった迅速かつ的確

な一連の避難行動が必要となります。 

このような状況において、要配慮者（高齢者、障がい者のほか、妊産婦、乳幼児、

外国人など災害時に限定せず、一般に配慮を要する者）のうち、高齢で介護や行動に

補助を必要とする方や障がいなどにより自らの力で迅速かつ的確な一連の避難行動

が困難で第三者の支援が必要な方を避難行動要支援者といいます。 

 

【参考】災害対策基本法第４９条の１０より一部抜粋 

（避難行動要支援者名簿の作成） 

第四十九条の十 ・・・ 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあ

る場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。） ・・・ 

（２）避難行動要支援者の範囲（名簿掲載要件）  

避難行動要支援者は、生活の基盤を自宅としている方のうち、以下の要件に該当す

る方とします。 

 

・高齢者（75 歳以上のみの世帯の者） 

・要介護認定３以上の者  

・身体障害者手帳１・２級を所持する者 

・療育手帳Ａを所持する者 

・この計画の策定時点に災害時要援護者名簿に登録されている者 

  ・自ら避難することが困難で、避難の支援を希望する者 
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（３）避難行動要支援者名簿の作成 

 これまでの災害においては、迅速かつ的確な避難行動ができなかったことで避難行

動要支援者が犠牲となってしまったという教訓があります。 

災害時に、安否確認や避難支援等を速やかに行うため、本市では、平常時より避難

行動要支援者名簿を作成するとともに、いつ起こるか分からない災害に備え定期的に

更新を行います。 

 

①名簿の作成 

本市は、災害対策基本法第４９条の１０の規定に基づき、要介護度や障がいの程

度といった名簿掲載要件に係る情報を収集・利用したうえで、避難行動要支援者名

簿を作成し、市内部組織（消防機関を含み水道局・市民病院・行政委員会を含まな

い）で共有します。 

そして、災害時に適切かつ円滑に避難支援活動を実施するためには、平常時から

避難支援等関係者へ名簿を提供し、支援の検討など体制づくりを進めておく必要が

あります。 

本市では、平常時から避難支援等関係者へ名簿が提供できるよう、民生委員の訪

問により避難行動要支援者へ名簿の意義や活用についてのご理解をいただいたう

えで同意書の回収を行うほか、市の関係窓口で同意書や申請書などの受付を行いま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平常時における名簿情報提供の同意等の取得方法 

 

〇民生委員による訪問 

新たに名簿掲載要件に該当した避難行動要支援者へは、まず、事前に民生委

員への個人情報提供及び民生委員の訪問の諾否を確認し、承諾されれば民生委

員が訪問し制度説明を行ったうえで必要に応じて平常時から名簿情報を提供す

ることについての同意書の提出を依頼します。 

 

○窓口での受付 

避難行動要支援者の状況の変化により、平常時からの名簿情報の提供に同意

することとなった場合、または、名簿掲載要件のうち、「自ら避難することが

困難で、避難の支援を希望する者」に該当する方については、各区役所健康福

祉課など市の窓口において、同意書・申請書などの受付を行います。 
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【参考】災害対策基本法第４９条の１０ 

（避難行動要支援者名簿の作成） 

第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又

は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑

かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」と

いう。）の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支

援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害

から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施するための基礎

とする名簿（以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。）

を作成しておかなければならない。 

２ （略） 

３ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その

保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定さ

れた利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

 

②名簿の更新 

避難行動要支援者は災害からの避難に何らかの困難を抱えていますが、その状況

は常に変化し得ることから、避難支援等関係者に求められる支援内容も変化してい

きます。また、避難支援等関係者においても、限られたマンパワーで支援を行うに

は正確な名簿情報が必要です。このため、避難行動要支援者は求める支援状況に変

更があった場合は速やかに市へ報告する必要があります。本市では、この報告に加

え、住民基本台帳情報等により、転居、転出、死亡等の情報を把握するほか、新た

に転入してきた要介護高齢者、障がい者等や、新たに要介護認定や障がい認定を受

けた方、福祉施設へ入所した方などの情報を把握し、名簿情報を定期的に更新しま

す。 

 

③名簿へ掲載する個人情報の範囲 

名簿には円滑な避難支援が行えるよう、以下の事項について掲載します。 

 

・氏名 

・生年月日 

・性別 

・住所または居所 

・電話番号その他の連絡先 

・避難支援等を必要とする事由 

・その他避難支援等の実施に必要な事項 
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（４）平常時からの同意者名簿の提供 

平常時からの名簿提供に同意した避難行動要支援者の名簿（同意者名簿）は、以

下の避難支援等関係者へ提供し支援体制の整備のために活用します。 

 

・自治会・町内会 

・自主防災組織 

・民生委員 

・警察署 

 

（５）平常時からの名簿提供に不同意であった者への避難支援 

災害対策基本法第４９条の１１第３項に基づき、災害時に、迅速に避難支援等関係

者その他の避難支援活動を実施する者へ提供するため、本市では、平常時における名

簿提供について同意を得られなかった方を含む避難行動要支援者名簿（全体名簿）を

常備します。 

また、災害時に避難支援活動を行い得る団体等の把握に努め、制度の周知を図るこ

とで、災害時に速やかな避難支援につながるよう取り組みます。 

なお、市が災害時に緊急に名簿を提供する場合においては、名簿の返却等、情報漏

えい防止のための適切な措置を講ずるよう求めます。 

 

【参考】災害対策基本法第４９条の１１第３項 

（名簿情報の利用及び提供） 

第四十九条の十一 （略） 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援

者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等

の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することが

できる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを

要しない。 

 

（６）避難行動要支援者名簿の管理 

整備された名簿は、災害時の避難支援活動を行うための基礎資料として活用されま

すが、多くの個人情報が含まれているため、提供を受けた避難支援等関係者による情

報漏えい防止のための管理が重要となります。 

本市では、名簿の提供に際して、適切な管理がなされるよう指導を行うほか、リー

フレット等により適切な個人情報の取り扱いについて周知を行います。 
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【参考】災害対策基本法第４９条の１３ 

（秘密保持義務） 

第四十九条の十三 第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供

を受けた者（その者が法人である場合にあつては、その役員）若しくはその職員その他

の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であつた者は、

正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

 

４ 避難支援体制の整備 

 

災害時の避難支援の中心的役割として期待されるのは、災害発生時に避難行動要支

援者のもとへ早急に駆けつけることができる地域住民が「共助」として行う避難支援

活動です。 

避難支援活動としては、「避難情報が発令されたことを知らせる」、「安否と被災

状況を確認する」、「避難場所や避難所まで付き添う・搬送する」などが考えられ、

避難行動要支援者の心身の状態などを考慮して支援を行う必要があります。また、避

難支援活動は複数人が相互に補完し合いながら行うことが望ましく、避難行動要支援

者の心身の状態、避難支援等関係者のマンパワー等を考慮して特定の個人に過度な負

担がかからないように配慮することが大切です。 

そして、災害時に有効な避難支援を行うためには、誰が支援し、どこに避難させる

かなどについて平常時から定めておくことが求められます。 

さらに、災害時のみでなく、平常時から声掛けや見守りなどにより避難行動要支援

者とのつながりを大切にし、信頼関係を保つことで、状況の変化を把握し、必要な支

援に応じて支援方法を見直していく必要があります。 

（１）個別避難支援計画の作成 

災害時には、避難支援活動が適切かつ円滑に行われる必要がありますが、あらかじ

め避難行動要支援者一人ひとりの個別避難支援計画を作っておくことで、避難支援活

動の実効性を高めることができます。 

個別避難支援計画は、避難行動要支援者が暮らしている地域の避難支援等関係者で

ある自治会・町内会や自主防災組織が作成していきますが、作成にあたっては、民生

委員の助言を得ることも有効です。 

計画作成にあたり、避難行動要支援者を個別に訪問し、心身の状態や、必要な支援

は何か、誰がどのようにどの経路でどの避難場所に避難させるか、その際気を付ける

ことは何かなど具体的な支援の方法を打ち合わせておくことが、災害時の迅速かつ適

切な避難支援につながります。このほか、服薬内容やかかりつけの医療機関、家族な

ど緊急時の連絡先について把握しておくことも有効です。 
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なお、市は、個別避難支援計画の作成が推進されるようマニュアル（「避難行動要

支援者 避難支援マニュアル」）を整備し、自治会・町内会などの避難支援等関係者

へ提供します。 

 

（２）信頼関係の構築 

地域における避難支援活動は、地域の助け合いによるものであり、避難行動要支援

者と避難支援等関係者の間で日頃から相互にコミュニケーションを図り信頼関係を

築いておくことが何よりも重要です。 

そして、避難支援等関係者は普段の情報交換の中で避難行動要支援者の状態の変化

を把握し、必要に応じて個別避難支援計画の見直しを行うことで、その実効性を保つ

ことができます。なお、計画を更新した際には、避難行動要支援者の状態や支援体制

などの変更情報を速やかに関係者間で共有しておくことも大切です。 

また、避難行動要支援者本人やその家族が自主防災組織等の防災訓練に積極的に参

加することは、避難支援等関係者が想定している避難支援活動で避難が可能であるか、

支援する人員は不足していないかなど、避難支援等関係者がより具体的な検討を行う

ことができるうえ、地域内でのコミュニケーションを深めることにもなり、個別避難

支援計画の実効性向上につながります。 

 

（３）安全確保と責任 

過去の災害においては、避難支援活動にあたっている 中に避難支援等関係者が災

害に巻き込まれてしまう事例が報告されています。このような事態を防ぐために、地

域における避難支援活動は、避難支援等関係者本人とその家族の安全が確保された後

に、危険を冒すような無理な支援を行わず、可能な範囲で行うことが大前提となりま

す。 

したがって、地域の助け合いの中で行われる避難支援活動においては、支援活動が

行えなかった場合や活動中に避難行動要支援者に不慮の事故が発生した場合でも避

難支援等関係者の責任を問うものではありません。 

避難行動要支援者においても、避難支援活動は災害の状況によっては必ず行われる

ものではなく、避難支援等関係者の安全が確保できる範囲内で行われるものであると

理解し、避難支援等関係者に任せきりにするのではなく、常に自助として可能な限り

命を守るために行動しなければなりません。
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５ 避難情報の発令・伝達方法 

 

これまで発生した災害では、行政による避難情報の発令から、住民が避難情報を入

手し避難行動を完了するまでの一連の過程において問題があったために被災してし

まう事例がありました。 

適切な避難情報による迅速な避難行動は災害の危険から命を守るためには不可欠

ですが、避難行動要支援者は正しく情報を入手し、理解し、判断する過程において、

一部またはすべてに対応が難しい場合が考えられます。 

本市では、適切に避難情報を発令するために、「新潟市避難勧告等判断伝達マニュ

アル」において具体的に避難情報の発令基準を定め、より確実に住民へ避難情報を伝

えることができるよう、以下のような複数の配信手段を整備しています。 

 

（１）市からの避難情報の伝達 

分類 伝達方法 

音声による情報伝達 ・防災行政無線固定系 

・緊急告知ＦＭラジオ 

・広報車 

文字による情報伝達 
・にいがた防災メール 

・Ｔwitter  

・緊急速報メール 

・市公式ホームページ 

・社会福祉施設に対する FAX 

その他の手段による情報伝達
・報道機関への発表（テレビ、ラジオ放送 等）

 

（２）地域における情報伝達 

住民においては、避難情報を「自助」として自ら積極的に入手する努力が必要です。

どのような手段により避難情報を受け取ることができるかを平常時から確認してお

き、災害発生のおそれがあると感じた時には、積極的に情報を取得する姿勢が求めら

れます。 

また、視覚・聴覚などに障がいがあり情報の取得方法が限られている方は、事前に

どのような方法で避難情報を受け取ることができるか確認しておくことが大切です。 
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自治会・町内会等では、避難情報を適切に入手できない方がいる場合に備え、地域

内の確実な情報伝達のためのルールを作っておくことが大切です。 

 

６ 避難支援について 

 
災害の規模が大きくなればなるほど、消防や警察などの「公助」による救助活動に

は限界がありますので、避難行動要支援者本人や家族で行う「自助」はもとより、特

に災害発生直後は真っ先に駆けつけて助け合うことができるのは近所の方々となる

ことから、一人でも多くの命を守るためには、地域の「共助」による助け合いが大き

な力となります。 

地域の「共助」による避難支援活動は、情報伝達、安否確認、避難誘導を中心とし、

地域の避難支援等関係者は、自身の身の安全確保を 優先として、可能な範囲で支援

するものとします。 

（１）避難支援の方法 

①情報伝達 

災害情報の把握に支援が必要な方に対して、避難情報（避難準備・高齢者等避難

開始など）発令の情報提供を行います。避難行動要支援者の特性に配慮した伝達方

法を選択する必要があります。 

 

②安否確認 

災害発生後に、津波や二次被害の危険がないかを確認をしたうえで、近所や避難

行動要支援者の安否や被災状況、介護者の状況を確認します。 

 

③避難誘導 

災害発生の危険が高まり避難情報（避難準備・高齢者等避難開始など）が発令さ

れた場合や、災害発生後でも地震の被害や介護者の不在で自宅に留まることが危険

な場合には、一時避難場所や避難所へ付き添いや搬送により地域の方が協力しなが

ら避難誘導を行います。 

（２）避難場所等までの避難経路の確保 

災害時には、緊急に避難行動をしなければなりません。特に、避難支援活動には、

避難行動要支援者の特性に応じた配慮が求められますので、平常時から避難行動要支

援者と避難支援等関係者とともに避難場所までの安全な避難経路、避難場所、支援方

法などを確認し、訓練等を通じてより安全に避難場所等まで避難が可能な経路を検証

することで、災害時に 適な避難行動が行えるようにしておくことが重要となります。 
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（３）避難状況等の集約 

地域の避難行動要支援者の安否確認情報等については、地域内で集約に努め、地域

の関係者などにおいて情報を共有します。 

また、避難ができていない要避難者がいる場合、可能な範囲で協力して避難支援を

行うとともに、二次被害を招くおそれがある場合は、公的機関へ救援の要請を行いま

す。 

 

７ 避難場所等における支援 

（１）避難所等における支援 

①指定避難所における支援 

本市では、各避難所の地域住民・施設管理者・避難所担当職員が参加する避難所

運営体制連絡会を開催し、避難行動要支援者が避難生活をしやすいようなスペース

の優先的確保や、聴覚障がい者や視覚障がい者に対しての情報提供方法の検討など

を踏まえた「避難所運営マニュアル」を作成し、避難行動要支援者に配慮した環境

づくりを進めます。 

 

②福祉避難所における支援 

本市は、指定避難所における避難生活を続けることに何らかの困難があり、特別

な配慮を必要とする方については、二次的な避難所である福祉避難所への受け入れ

を行います。 

福祉避難所は、避難所指名職員や巡回する保健師等の職員が、福祉避難所での受

け入れが必要と思われる避難者（避難行動要支援者のみに限らない）がいる場合、

区本部健康福祉班により開設を決定し、スペースの確保、スタッフの配置など受け

入れ態勢が整った段階で開設します。 

 

（２）避難所等における引継ぎ方法と見守り体制 

避難行動要支援者の避難支援ののち、避難所等で次の避難支援等関係者へ引き継ぐ

必要がある場合には、避難行動要支援者名簿に掲載されている情報だけでなく、聞き

取りなどで確認できた情報（家族・親族の連絡先、医療に関する情報）など、その後

の避難先で配慮が必要となる支援などについて把握している限り積極的に提供し、避

難先に引継ぎを行うことが重要となります。 

また、引継ぎを受けた者は、引き継いだ情報を適切に管理し、避難行動要支援者の

円滑な避難生活のために活用することが求められます。 
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８ 妊産婦・乳幼児、外国人等に対する対策 

 

妊産婦や乳幼児、外国人など、要配慮者においても災害時に第三者の支援が必要と

なる場合があります。 

妊産婦や乳幼児は、出産や発育に伴って支援の必要性や求められる支援内容が変化

するため、日頃の地域のつながりの中で状況を把握し、実態に応じた支援の必要性に

ついて考慮しておくことが必要です。 

また、外国人は、言語の違いにより避難行動や避難所でのコミュニケーション面で

困難が生じる場合が考えられます。地域においては、防災活動や訓練などへの参加を

呼びかけ、日頃から防災への関心を持ってもらい、知識の習得につなげてもらうこと

が大切です。 

本市では、避難所等に多言語に対応した標識板の設置や避難所のルールを案内する

ための多言語表示シートの設置を進めるほか、多言語に対応した啓発情報の周知に努

めます。 

 

９ 制度等の周知 

 

本市は、地域での説明や、「市報にいがた」等の広報紙や市ホームページ、テレビ・

ラジオの広報番組を通じて、積極的に地域住民に対して避難行動要支援者への支援や

取り組みに関する普及啓発を行うほか、先進事例の紹介など、それぞれの地域の取り

組み状況に応じた支援体制の構築について支援することにより、地域において実効的

な避難行動要支援者対策が進むよう取り組みます。 

また、精神障害者保健福祉手帳や難病に係る特定医療費等の受給者証の所持者へは、

手帳や受給者証の更新時などの機会を捉え、名簿への登載申請方法の周知を図ります。 
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【用語の意味】 

（１）法改正による用語の整理 

災害対策基本法の改正により、「要配慮者」「避難行動要支援者」という考え方が

示されました。この考え方は、これまでの「災害時要援護者」に替わるものですが、

本市においても、将来にわたる継続的な制度運用を考慮し、従来の「災害時要援護者」

を「要配慮者」「避難行動要支援者」として整理して使用していくこととします。 

①要配慮者 

災害時に限定せず、一般に配慮を要する者を意味し、具体的には、高齢者、障が

い者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人、その他の配慮を要する方をいいます。 

②避難行動要支援者 

災害対策基本法第４９条の１０では、避難行動要支援者とは、「市町村に居住す

る要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避

難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支

援を要するもの」と規定しています。本計画では、第２章において避難行動要支援

者名簿掲載要件を示しています。 

③避難支援等関係者 

地域の共助として活動する自治会・町内会、自主防災組織のほか、事前の戸別訪

問などに携わる民生委員に加え、警察署など、避難行動要支援者の避難支援等に関

わる関係者をいいます。 

 

イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

避難支援等関係者 

民生委員 

自治会・町内会 自主防災組織 

警察署 

 

 

 

要配慮者 

高齢者、障がい者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人、その他の配慮を要する方 

避難行動要支援者 

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれ 

がある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため特に支援を要する方 
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（２）市が発令する避難情報 

自然災害が発生する可能性が高まり避難が必要と判断した場合に、災害対策基本法

第６０条に基づき市が発令します。避難情報には以下の 3 種類があります。 

①避難準備・高齢者等避難開始 

避難勧告や避難指示（緊急）を発令することが予想される場合に発令します。 

いつでも避難ができるよう準備をしてください。身の危険を感じる人は、避難を

開始してください。高齢者、障がい者等の避難に時間を要する人は避難を開始し、

避難支援する人はその避難行動を支援してください。 

 

②避難勧告 

災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合に発令し

ます。避難場所へ避難をしてください。地下空間にいる人は、速やかに安全な場所

に避難をしてください。 

 

③避難指示（緊急） 

災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場

合に発令します。まだ避難していない場合は、直ちにその場から避難をしてくださ

い。外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な

場所に避難をしてください。 

【参考】災害対策基本法第 60 条 

（市町村長の避難の指示等） 

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を

災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき は、市

町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急

を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することがで

きる。 

 

（３）避難場所の種類 

①指定緊急避難場所 

災害の危険が切迫した時に緊急的に逃れるための避難先です。一時避難場所、津

波避難ビル・場所など、災害の種類ごとに避難の可否を示して指定しています。 

②指定避難所 

地震等による住居の倒壊、焼失などで住居を失った者を受け入れ、保護するため、

被災者が一定期間滞在することができる施設です。 
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③福祉避難所 

災害時に学校などの一般避難所において、避難所生活が困難な高齢者や障がいの

ある方など、何らかの特別な配慮を必要とする方が避難する施設です。必要に応じ

て開設される二次的避難所です。 
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【関係法令】 災害対策基本法（抜粋） 

災害対策基本法 

発令    ：昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号 

最終改正：平成 28 年 5 月 20 日号外法律第 47 号 

改正内容：平成 28 年 5 月 20 日号外法律第 47 号[平成 28 年 5 月 20 日] 

 

第三節 避難行動要支援者名簿の作成等 

（避難行動要支援者名簿の作成） 

第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生

し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつ

て、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの（以下「避

難行動要支援者」という。）の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めると

ころにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行

動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支

援等」という。）を実施する基礎とする名簿（以下この条及び次条第一項におい

て「避難行動要支援者名簿」という。）を作成しておかなければならない。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載

し、又は記録するものとする。 

一 氏名 

二 生年月日 

三 性別 

四 住所又は居所 

五 電話番号その他の連絡先 

六 避難支援等を必要とする事由 

七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認

める事項 

３ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度

で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に

当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができ

る。 

４ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があ

ると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情

報の提供を求めることができる。 

（名簿情報の利用及び提供） 

第四十九条の十一 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の

規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報（以下

「名簿情報」という。）を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目

的のために内部で利用することができる。 
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２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災

計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法（昭和二十三

年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十

五号）第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の

避難支援等の実施に携わる関係者（次項において「避難支援等関係者」という。）

に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定

めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によ

つて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場

合は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行

動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認める

ときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、

名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供するこ

とについて本人の同意を得ることを要しない。 

（名簿情報を提供する場合における配慮） 

第四十九条の十二 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提

供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者

に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めること

その他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護す

るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（秘密保持義務） 

第四十九条の十三 第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情

報の提供を受けた者（その者が法人である場合にあつては、その役員）若しくは

その職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこ

れらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援

者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
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新潟市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画） 
                                                             

平成２９年３月 

 
新潟市危機管理防災局防災課 

 
〒951-8550 新潟市中央区学校町通 1 番町 602 番地 1 

TEL 025-226-1143 FAX 025-224-0768 

E-mail bosai@city.niigata.lg.jp 


